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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼材からなる柱と梁とを接合してなる柱梁接合部の近傍に、前記柱と梁とに亘って方杖
材を架設して補強された架構の補強構造であって、
　前記柱と梁の少なくともいずれか一方は、一対のフランジと該フランジを連結するウェ
ブとを備える形鋼により形成されており、
　該形鋼には、長さ方向の両端部間に一方のフランジから他方のフランジに亘って補強材
を不存在とする無補強領域が設けられると共に該一方のフランジの無補強領域に前記方杖
材との連結部が形成されており、
　前記方杖材は、前記柱と梁とに亘って架設される矩形断面部材を備え、
　該矩形断面部材は、形鋼との間で以下の式（１）の関係を満足し、且つ、厚さ方向の中
心線を前記形鋼のウェブの厚さ方向の中心線に一致又は略一致させた状態で、前記形鋼の
一方のフランジの連結部に接続されている
ことを特徴とする架構の補強構造。
　[数１]　　
　　　　　　tw×σyw ≧ tr×σur   ・・・式（１）
　ただし、tw：形鋼のウェブの板厚
　　　　σyw： 形鋼のウェブの降伏点、
　　　　　tr：矩形断面部材の板厚
　　　　σur：矩形断面部材の引張強さ



(2) JP 5437009 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

【請求項２】
　前記矩形断面部材は、矩形状の断面を有する矩形断面部と、該矩形断面部の端部小口に
設けられる一対の座部とを備え、
　一方の座部が前記柱に取り付けられると共に、他方の座部が前記梁に取り付けられるこ
とで前記矩形断面部材が前記柱と梁に架設されている
ことを特徴とする請求項１に記載の架構の補強構造。
【請求項３】
　前記柱は、角形鋼管からなり、前記梁との接合部の全てに対応して前記方杖材との接合
用のボルト孔が予め設けられており、
　前記方杖材は、前記ボルト孔を利用してボルト接合されていることを特徴とする請求項
１または２に記載の架構の補強構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は柱と梁を備える架構の補強構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、鉄骨造の架構において柱と梁の接合部の耐力の向上を図るべく、当該接合部
や接合部の近傍に補強部材を設け、これにより接合部に地震等の水平力に対し抵抗力を付
与することが行われてきた。
　この種の接合部の構成として、例えば特許文献１には、スプレットティを介して柱に梁
を連結すると共に、これら柱と梁とに亘って方杖材を架設した構成が開示されている。ま
た、梁には、当該方杖材と梁との接続部となる位置に、上下のフランジに亘って複数のス
チフナが設けられており、これにより梁と方杖材の接合部の強度向上が図られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３３２６８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１の構成においては、上述の如く、方杖材はＨ型鋼により
形成されており、当該方杖材のフランジに対しても梁との間での力を伝達させるべく、梁
と方杖材との接続部となる位置にスチフナが設けられており、当該スチフナの存在によっ
て部品数が増えることなって管理が煩雑となるのみならず、当該スチフナを梁に取り付け
る工程を要することで工程数が増大し、作業効率を低下させてしまうという問題がある。
　また、これらスチフナは溶接により取り付けることが一般的であるが、溶接作業には熟
練を要し、品質を一様に維持するのは容易ではない。また、溶接による残留変形や溶接欠
陥が発生するなどの冶金的劣化を招来する。さらには、梁部材全体としての総重量も増加
して、運搬、施工の負担が大きくなる。また、当該梁にスチフナを設ける構成であるため
、当該スチフナを設ける位置が配管の通り道として好適であったとしても梁貫通孔を設け
ることができない。さらには、断熱材等を梁の長手方向に一様に収まりよく設けることが
できないばかりか、当該スチフナが熱橋を形成して断熱性能を低下させてしまうことも考
えられ、このように、スチフナ等の補強材を設けることで他部材との納まりとの関係で不
利になってしまうことも考えられる。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記従来技術の問題を解決し、コストや工程を抑えつつも耐震性を
維持し、かつ、他部材との収まり性も向上させることができる架構の補強構造を提供する
ことを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記課題解決のための具体的手段として、本願発明は、
　（１）鋼材からなる柱と梁とを接合してなる柱梁接合部の近傍に、前記柱と梁とに亘っ
て方杖材を架設して補強された架構の補強構造であって、
　前記柱と梁の少なくともいずれか一方は、一対のフランジと該フランジを連結するウェ
ブとを備える形鋼により形成されており、
　該形鋼には、長さ方向の両端部間に一方のフランジから他方のフランジに亘って補強材
を不存在とする無補強領域が設けられると共に該一方のフランジの無補強領域に前記方杖
材との連結部が形成されており、
　前記方杖材は、前記柱と梁とに亘って架設される矩形断面部材を備え、
　該矩形断面部材は、形鋼との間で以下の式（１）の関係を満足し、且つ、厚さ方向の中
心線を前記形鋼のウェブの厚さ方向の中心線に一致させた状態で、前記形鋼の一方のフラ
ンジの連結部に接続されている
ことを特徴としている。
【０００７】
　[数１]
          　　　　　　 tw×σyw ≧ tr×σur   ・・・式（１）
　
　ただし、tw：形鋼のウェブの板厚
　　　　σyw： 形鋼のウェブの降伏点
　　　　　tr：矩形断面部材の板厚
　　　　σur：矩形断面部材の引張強さ
【０００８】
　これによれば、柱と梁との間に方杖材が架設されるものの、これら柱と梁のいずれかが
形鋼により形成されている場合であっても、方杖材は、形鋼に設けられる無補強領域にて
当該形鋼に連結されるので、当該方杖材と形鋼の周囲の納まりを良好なものとすることが
できる。
　また、方杖材は、形鋼のウェブの厚さ方向の中心線と矩形断面部材との厚さ方向の中心
線とを一致又は略一致させた状態で当該矩形断面部材が形鋼に接続され、かつ、これら形
鋼のウェブと矩形断面部材とが上記式（１）を満たすため、形鋼が降伏するよりも以前の
状態を維持して矩形断面部材の補強効果を充分に発揮させることができる。これによって
、矩形断面部材の断面が全て引張強さに達する最大引張耐力又は全て圧縮強さに達する最
大圧縮耐力に達する状態において、仮に応力の不均一により形鋼のウェブに局所的に降伏
している部分があったとしても、形鋼のウェブの全体が降伏に至ることはなく、方杖材を
有効に効かせることができるものとなっているのである。
　なお、形鋼のウェブの厚さ方向の中心線と矩形断面部材の板圧の厚さ方向の中心線とが
略一致するとは、一方の中心線が他方の板圧の厚さの範囲内に存在することをいう。
【０００９】
　（２）また、前記矩形断面部材は、矩形状の断面を有する矩形断面部と、該矩形断面部
の端部小口に設けられる一対の座部とを備え、
　一方の座部が前記柱に取り付けられると共に、他方の座部が前記梁に取り付けられるこ
とで前記矩形断面部材が前記柱と梁に架設されている
ことが好ましい。
　これによれば、矩形断面部材を柱と梁に強固に取り付けることができる。
　（３）また、前記柱は、角形鋼管からなり、前記梁との接合部の全てに対応して前記方
杖材との接合用のボルト孔が予め設けられており、前記方杖材は、前記ボルト孔を利用し
てボルト接合されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る架構の補強構造によれば、コストや工程を抑えつつも耐震性を維持し、か
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つ、他部材との収まり性も向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】架構の平面的グリッド構成を示す図である。
【図２】架構の全体構成を示す斜視図である。
【図３】架構を構成する柱と大梁の接合状態を示す図である。
【図４】架構を構成する柱と大梁の接合状態を示す図である。
【図５】ダンパーの構成を示す図である。
【図６】ダンパーを付加した状態の柱と大梁の接合部を示す正面図である。
【図７】ダンパーを架設した状態の柱と大梁の接合部を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に、本発明の最も好ましい実施形態について図を参照して具体的に説明する。本実施
形態は、鉄骨造３階建ての架構を有する工業化住宅における補強構造の例であり、図１は
架構の平面的グリッド構成を示す図、図２は架構の全体構成を示す斜視図、図３、図４は
架構を構成する柱と大梁の接合状態を示す図、図５はダンパーの構成を示す図、図６はダ
ンパーを付加した状態の柱と大梁の接合部を示す正面図である。図７は、ダンパーを付加
した状態の柱と大梁の接合部を示す側面図である。
【００１３】
　図１、２に示すように、住宅Ａは、妻方向が２スパンで合計６つの平面グリッドからな
る３層の架構からなる。図２に示すように、住宅Ａの架構は、１層から３層まで連続した
通し柱形式の複数の柱１と、各階層において隣接する柱１どうしを連結する複数の大梁（
梁）２と、大梁２の直下に格子状に形成された鉄筋コンクリート造の基礎３とで構成され
ている。なお、柱脚部は特開平０１－２０３５２２号公報に開示された露出型固定柱脚工
法にて基礎に接合されている。
　この架構を構築したのち、相対する大梁２の間に小梁を適宜架け渡した上でＡＬＣ（軽
量気泡コンクリート）からなる床パネルを梁の上フランジに載置して床が構成され、外周
部の大梁２にＡＬＣからなる壁パネルを取り付けることによって外壁が構成されて住宅Ａ
の躯体が完成する。
【００１４】
　図３、図４に示すように、柱１は、外形寸法が１５０ｍｍ角の角形鋼管からなる通し柱
となっており、柱脚プレート１ａの接合部から中途部分に形成された柱・柱接合部１ｂま
での部分である下部柱１ｃは、２２ｍｍの肉厚を有する横断面内に溶接による継目が存在
しない角型鋼管であり、長さ方向についても、柱部材を長さ方向に連結する節を有するこ
となく構成されている。下部柱１ｃの上端部に連結されて上部の柱を構成する上部柱１ｄ
は、外形寸法が下部柱１ｃと同一の１５０ｍｍ角ではあるが、下部柱１ｃよりも薄い４．
５ｍｍ～６．０ｍｍの肉厚を有する角形鋼管で構成されている。
【００１５】
　柱１は、各階層の標準的な階高（大梁上端面間の離間寸法）が２８７０ｍｍとなるよう
に大梁２の接合高さ位置が設定されており、当該高さ位置にて、柱１の各面には大梁２の
エンドプレート２ｄの孔２ｅに対応する孔１ｆが複数個連続して穿たれており、これによ
って各階の大梁２を受ける梁受け部１ｅが形成されている。なお、各孔１ｆの内壁には、
ネジが切られている。
　梁受け部１ｅは、大梁２の孔２ｅと同様に、上部２段と最下段の計６個の孔１ｆが、大
梁２と接合するボルト４を螺入する孔であり、下から２段目の孔２個は位置合わせ用の孔
である。柱・柱接合部１ｂは、特開平６－１８００２６号公報、特開平８－６０７４０号
公報等に記載された公知の接合部構造によって３階の大梁２との梁受け部１ｅの上方に形
成されている。
【００１６】
　柱１の各面において、２階の大梁２を受ける梁受け部１ｅから下方向及び上方向に所定
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寸法離間した位置と、３階の大梁２を受ける梁受け部１ｅの下方向に所定方向離隔した位
置には、後述するダンパー（方杖材）５をボルト接合する為の複数のボルト孔が穿たれて
ダンパー５を受けるダンパー受け部１ｇが形成されている。下部柱１ｃはシームレスパイ
プで構成されているのでダンパー受け部１ｇはボルト孔を穿設するだけで容易に形成する
ことができ接合の高さを自由に設定することができる。なお、各ボルト孔の内壁には、ネ
ジが切られている。
　このように、柱１のうち下部柱１ｂを横断面内に溶接による継目が存在しないシームレ
スパイプで構成したので、ダンパー５を受ける受け部として柱の所定位置にジョイントボ
ックス等を溶接する必要がなく、溶接欠陥によって性能が低下する可能性がない。従って
、耐震性能に対する柱１の信頼性を高めることができる。また、シームレスパイプで構成
された範囲内においては、柱１の側面の任意の位置にボルト孔を設けるだけでダンパー５
を接合することができるので、ダンパー５の接合高さの設定を、住宅Ａに求められる構造
耐力や有効な室内空間の広さ等に応じて容易に変更できる。
【００１７】
　図３に示すごとく、大梁２は、一対のフランジ２ａ、２ｂをウェブ２ｃによって連結し
て形成されるＨ形鋼（形鋼）からなり、全ての階層における全ての大梁２は、梁成が２５
０ｍｍ、上下のフランジ２ａ、２ｂの幅が１２５ｍｍ、厚みが９ｍｍ、ウェブ２ｃの厚み
が６ｍｍに統一されている。
　大梁２の各端部には、柱１に接合されるエンドプレート２ｄが溶接により取り付けられ
ている。該エンドプレート２ｄは、所定の厚さを有する平板状に形成されており、該エン
ドプレートには、横方向に中心から左右対称に２列、縦方向に等間隔に４段、同一径の孔
２ｅが計８箇所穿たれている。孔２ｅのうち上部２段と最下段の計６個の孔が柱１との接
合に使用するボルト４を挿通する為の孔である。
　なお、下から２段目の孔２個は柱１に大梁２を取り付ける接合作業の際、「シノ」と称
する挿嵌部材を挿し込んで位置合わせを行う為の孔であり、これら柱１と大梁２との接合
には使用しない。このように柱１の梁受け部１ｅに大梁２のエンドプレート２ｄが重ね合
わされ、これらを上述の如くボルト締結することにより、柱梁接合部Ｂが形成される。
【００１８】
　当該柱梁接合部Ｂは、大梁２端部のエンドプレート２ｄを柱１に高力ボルト４により締
結する剛接合であり、また、荷重作用時に被接合材である大梁２及び柱１が塑性域に達す
るまで破断しない保有耐力接合として構成されている。
　詳述すると、柱と梁との接合部を剛接合とする場合、梁は地震発生時に躯体に作用する
地震エネルギーを塑性変形により吸収する構造要素となることが期待されている。大きな
地震動を受けている間に亘って梁の塑性化によるエネルギー吸収機構を保持するためには
、当該梁を保持する柱との接合部である梁両端の柱梁接合部が破断してはならない。この
ように、梁の塑性変形能を充分に発揮させるべく、梁の塑性変形よりも先に柱梁接合部を
破断させない接合状態を保有耐力接合という。
　また、大梁２の上下フランジ２ａ、２ｂには、各種部材をボルト固定する為の孔群２ａ
１、２ｂ１が柱１に接合した状態でモジュールに基づく基準線を中心にして穿たれている
。この構成は寸法も含め全ての階層の全ての大梁２に共通している。
【００１９】
　また、図６に示す如く、大梁２の下フランジ２ｂにモジュールに基づいて設けられた複
数の孔群のうち、柱１の配置の基準となる基準線（通り芯）から３０５ｍｍ（モジュール
の１倍）の位置であって、当該柱１から見てもっとも手前に位置する孔群２ｂ１及びその
周囲は、ダンパー５との連結部２ｋとされており、当該連結部２ｋとダンパー５とがボル
ト接合されることでダンパー５は大梁２に連結されている。本実施例においてダンパー５
は、柱１と大梁２に接合した状態でダンパー５の中心線Ｙ１と大梁の長手方向の中心線Ｘ
１とのなす角度θが７０度となるように構成されている。
　また、当該大梁２には、長さ方向の両端部間にて、上下フランジ間に無補強領域が形成
されており、当該連結部２ｋは、当該無補強領域２ｐに設けられている。詳述すると、無
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補強領域２ｐは、柱梁接合部Ｂを形成する大梁２一方の梁端部の端縁から当該梁端部に最
も近い上下フランジ２ａ、２ｂの孔群２ａ１、２ｂ１まで形成されており、当該下フラン
ジ２ｂの孔群２ｂ１及びその周囲を連結部２ｋとすることで無補強領域２ｐに連結部２ｋ
が設けられることとなっている。
【００２０】
　なお、本実施形態において、下フランジ２ｂの連結部２ｋと当該連結部２ｋに対向する
上フランジ２ａとの間の領域を含む領域を無補強領域２ｐとされているが、大梁２の一方
の端部から他方の端部に亘ってスパン方向に長大を無補強領域２ｐとしても構わない。
　図５に示すダンパー５は、低降伏点鋼からなる芯部材５ａと、該芯部材５ａに圧縮力を
作用させた際の座屈を防止する為の座屈防止部材５ｂとからなる。
　芯部材５ａは、矩形断面を有する扁平で長尺な棒板状の矩形断面部材５ａ１と、該矩形
断面部材５ａ１の一端に溶接され大梁２のフランジ２ｂの連結部２ｋに接合される平板状
の第１座部５ａ２と、該矩形断面部材５ａ１の他端に溶接されて柱のダンパー受け部１ｇ
に接合される平板状の第２座部５ａ３とを備えている。
【００２１】
　座屈防止部材５ｂは、一般構造用圧延鋼材からなる一対の平板５ｂ１の間に一対の側板
５ｂ２を挟みこんで断面ロ字状とし、これらをボルト５ｂ３により締結して構成され、当
該座屈防止部材５ｂの中央の空隙部分に芯部材５ａの矩形断面部材５ａ１が配されている
。座屈防止部材５ｂの一対の平板５ｂ１の間隔は芯部材５ａの厚さよりも僅かに大きいも
のとされると共に、一対の側板５ｂ２の間隔は芯部材５ａの幅とよりも僅かに大きく形成
されている。
　これにより、座屈防止部材５ｂによって芯部材５ａは弱軸まわりの面外曲げが規制され
、これによって芯部材５ａの座屈が規制されることとなっている。この結果、ダンパー５
は引張力とともに圧縮力をも負担することができ、正負いずれの水平力に対しても抵抗す
ることができるものとなっている。
【００２２】
　図６に示すように、ダンパー５は、方杖型であり、第１座部５ａ２を大梁２の下フラン
ジ２ａにボルト接合し、第２座部５ａ３を柱１のダンパーとのダンパー受け部１ｇにボル
ト接合することによって、大梁２と柱１に亘って架設されている。
　ここで、図７に示す如く、ダンパー５の矩形断面部材５ａ１の厚さ方向の中心線Ｙ２と
大梁２のウェブ２ｃの中心線Ｘ２とを一致させた状態でダンパー５の第１座部５ａ２は大
梁２の下フランジ２ｂの連結部２ｋ裏面に固着されている。
　また、本実施形態においては、大梁２のウェブ２ｃの厚さ方向の中心線Ｘとダンパー５
の矩形断面部材５ａの板厚の厚さ方向の中心線Ｙとが一致しているが、一方の中心線が他
方の板厚の厚さの範囲内に存在させることでこれら中心線を略一致させた構成も採用可能
である。
　また、大梁２とダンパー５の矩形断面部材５ａ１とは、以下の式（２）を満足している
。
【００２３】
　[数２]
  　　　　　　　　tw×σyw ≧ tr×σur   ・・・式（２）
 
　ただし、tw：大梁のウェブの板厚
　　　　σyw：大梁のウェブの降伏点
　　　　　tr：矩形断面部材の板厚
　　　　σur：矩形断面部材の引張強さ
 
【００２４】
　なお、ダンパー５と大梁２との接合位置はここに限定はされず、柱１の配置の基準とな
る基準線（通り芯）からモジュールの整数倍の位置にある孔群を利用してダンパー５を接
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合することができる。例えば、大梁２との連結部２ｋを不動として柱１のダンパー受け部
１ｇを柱梁接合部Ｂから離隔させていくと大梁２の長手方向とのなす角度が直角に近づい
ていき、ダンパー５による大梁２の補剛効果を高めるものとなる。また、ダンパー５と大
梁２の間のなす角度を変えずに柱１のダンパー受け部１ｇを柱梁接合部Ｂから離隔させる
と共に大梁２の連結部２ｋを当該大梁２のスパン中央方向に移動させた場合も、大梁２に
作用する曲げモーメントを小さくすることができ、補強という点では有効である。
　また、１本の柱１に対してダンパー５が取付け可能な位置（レベル）は、２階の大梁２
のレベルにあっては大梁２の上下フランジ２ａ、２ｂであり、３階の大梁２のレベルでは
下フランジ２ｂであり、夫々のレベルで４面（Ｘ、Ｙ夫々の方向について２ヶずつ）取り
付けることが可能である。
　このように、柱梁接合部Ｂの近傍にダンパー５を設けることにより、本実施形態の架構
Ｃが構成される。
【００２５】
　上記構成によれば、大梁２に設定された無補強領域２ｐにダンパー５との連結部２ｋが
形成されているので、ダンパー５と大梁２とのボルト接続を補強部材等に邪魔されること
なくきわめて容易に行うことが可能となっている。また、大梁２の連結部２ｋが無補強領
域２ｐに形成されているため、当該大梁２とダンパー５との連結部２ｋ周りに大梁２の他
の領域と同様に断熱材を敷設することが可能となっている。のみならず、ウェブ２ｃには
、当該接続部２ｋと対応する位置に梁貫通孔を形成することが可能であって、これによっ
て配管等の設備設計の自由度が向上するものとなる。
　また、ダンパー５は、大梁２のウェブの厚さ方向の中心線Ｘ２と矩形断面部材５ａ１と
の厚さ方向の中心線Ｙ２とを一致させた状態で大梁２に連結され、かつ、これら大梁２の
ウェブ２ｃと矩形断面部材５ａ１とが上記式（２）を満たすため、ダンパー５が塑性化し
、全断面が引張強さに達する最大引張り耐力又は圧縮強さに達する最大圧縮耐力に達して
も、大梁２のウェブ２ｃは降伏することはなく、応力をダンパー５に伝達することができ
るので、ダンパー５は塑性変形を継続することで効果的にエネルギーを吸収することがで
きるものとなる。
【００２６】
　すなわち、ダンパー５の矩形断面部材５ａ１が最大引張耐力又は最大圧縮耐力に達し、
仮に大梁２のウェブ２ｃは応力の不均一により局所的に降伏に達する部分があったとして
も、大梁２のウェブ２ｃ全体が降伏するには至ることはなく、ダンパー５を有効に効かせ
ることができるものとなっているのである。
【００２７】
　一方、仮に上記式（２）を満たさず、大梁の連結部においてウェブに沿ってスチフナ等
の補強材も不存在とすると、大梁のウェブがダンパーよりも先に降伏に至り、ウェブに塑
性変形を生じてしまう。そうすると、大梁のウェブの塑性化により当該柱梁接合部の層間
変形角が大きくなり、結果的に建物全体の架構としての損傷が拡大してしまう。これに対
し、上記実施形態は、上述の如く地震時であっても大梁２のウェブ２ｃをダンパー５より
も先に降伏させない構成であるため、大梁２自体の損傷は免れ、上記地震後であってもダ
ンパー５の交換のみにより当該柱梁接合部Ｂの状態を地震前の初期状態に復帰させること
が可能となっている。
【００２８】
　また、地震時においては、ダンパー５が有効に地震エネルギーを吸収することとなるの
で、ダンパー５を不存在とする一般的な架構に比べて大梁２に作用する最大の曲げモーメ
ントを小さくすることができ、しかもそれを大梁２の母材部分に作用させることができる
ので構造耐力上有利となる。例えばスパンが４２７０ｍｍの場合、大梁２に作用する曲げ
モーメントはダンパー５接合部で最大となりその値はダンパー５を設置しない状態での２
階の大梁２の端部に作用する曲げモーメントの凡そ８９％となる。
　また、ダンパー５は、矩形断面部材５ａ１を低降伏点鋼で形成されているため、ゴムや
樹脂等の粘弾性体によりかかるダンパー５を形成する場合と異なり、温度や経年により性
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や時間経過（経年劣化）によらず、建物全体の架構としての耐震性を安定的に発揮させる
ことができる。
【００２９】
　なお、必要に応じて３階の大梁２のレベルにおいて上フランジ２ａに取り付け可能にし
てもよいし、Ｒ階の大梁２のレベルにおいて下フランジ２ｂに取り付け可能としてもよい
。この場合、柱１の全てを長さ方向に継ぎ目のない１本のシームレスパイプで構成するの
が好ましい。
　また、形鋼として、溝形鋼、リップ溝形鋼、I形鋼およびH形鋼などを採用することがで
きる。また、角形鋼管でもよい。材質は、鋼だけでなくアルミニウム等の建築構造材料で
も良い。
　さらに、本発明は、梁と柱を共に形鋼とする構成や、柱のみを形鋼とする構成にも採用
することができる。また、純鉄骨造以外に鋼管柱にセメントミルクを充填したCFT造や鉄
骨鉄筋コンクリート造にも採用可能である。
【符号の説明】
【００３０】
Ａ…住宅
Ｂ…柱梁接合部
Ｃ…架構
１…柱
１ａ…柱脚プレート
１ｂ…柱・柱接合部
１ｃ…下部柱
１ｄ…上部柱
１ｅ…大梁との接合部
１ｆ…孔
１ｇ…ダンパー受け部
２…大梁（梁）
２ａ…上フランジ
２ａ１…孔群
２ｂ…下フランジ
２ｂ１…孔群
２ｃ…ウェブ
２ｄ…エンドプレート
２ｅ…孔
２ｋ…連結部
２ｐ…無補強領域
３…基礎
４…ボルト
５…ダンパー（方杖材）
５ａ…矩形断面部材
５ａ１…本体
５ａ２…第１座部
５ａ３…第２座部
５ｂ…座屈防止部材
５ｂ１…平板
５ｂ２…側板
５ｂ３…ボルト　
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